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第３８号議案

豊川市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について

豊川市消防長及び消防署長の資格を定める条例を次のように定めるものとす

る。

平成２６年２月１９日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市消防長及び消防署長の資格を定める条例

（趣旨）

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１５条第２

項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

（消防長の資格）

第２条 消防長の資格は、次のとおりとする。

⑴ 市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本

部における消防署長の職と同等以上と認められる職に１年以上あったもの

であること。

⑵ 市の行政事務に従事した者で、豊川市部設置条例（昭和５３年豊川市条

例第２０号）第１条に掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められ

る職に２年以上あったものであること。

（消防署長の資格）

第３条 消防署長の資格は、市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消

防司令長以上の階級に１年以上あったものであることとする。

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。
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理 由

この案を提出するのは、消防組織法の一部改正に伴い、消防長及び消防署長

の資格の基準を定める必要があるからである。


